
 

- 1 - 

 

 

「令和８年度 可児の企業魅力発見フェア」開催支援業務 

公募型プロポーザル方式実施要領 

 

１ 目的 

主に可茂地区の高校生と地元企業のマッチング事業(高校生対象の合同企業説明会)

を開催するにあたり、魅力的なイベントとするため、豊富な経験と高度な専門知識を

有し、企画提案や運営を的確に支援できる最適な委託事業者をプロポーザル方式にて

選定し、効率的、効果的に業務遂行することを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

(１)業務名 

 「令和８年度 可児の企業魅力発見フェア」開催支援業務 

(２)業務内容 

可茂地区の高校生と地元企業のマッチング事業(高校生対象の合同企業説明

会)を開催するにあたり、企画や実施、その他これに伴う業務の全般的な支援を

行う。 

(３)業務実施の背景 

人口減少社会を迎え、市内中小企業にとって、人材の確保が大きな経営課題と

なっている。そのような中で、地元高校生が将来市内企業に就職することができ

るよう働きかけ、市外流出を抑止していくことが不可欠である。そこで、市内企

業および地元高校生を一堂に集めた合同企業フェアを開催し、市内企業に対する

高校生の理解を深め、市内定着に向けた機運醸成を図るものとする。 

(４)履行期間 

契約締結日から令和９年２月26日(金)まで 

(５)業務の内容 

別紙「令和８年度 可児の企業魅力発見フェア」開催支援業務 仕様書のとおり 

(６)見積限度額 

2,300,000円(消費税および地方消費税額を含む) 

 

３ 参加資格要件    

プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

(１)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４第１項および第２項各号の

規定に該当しない者であること。 

(２)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に基づく更生手続開始の申立ておよび

民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

(３)可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年可児市訓令甲第

47号)に基づく排除措置対象法人等に該当しない者であること。 

(４)企画提案会の日において、可児市競争入札参加資格者名簿(建設工事以外)に登載

されている者であること。 

(５)本プロポーザルの公告日から契約日までの間において、本市から入札参加資格に

かかる指名停止を受けていないこと。 
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(６)本プロポーザルの公告日から契約日までの間において、国税および地方税の滞納

がないこと。 

(７)国および地方自治体等から受託して本委託事業に類する事業の実施業務を行った

実績があること。 

 

４ 担当課 

可児市経済交流部 商工振興課 商工振興係 担当：平井、米本 

〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目１番地 

電話 0574-62-1111(代表) 

F A X 0574-62-1307 

ﾒ ｰ ﾙ  syokosinko@city.kani.lg.jp 

 

５ 選定スケジュール 

    

６ 参加申込み 

 事業者は、本要領および仕様書の内容を確認したうえで、プロポーザル参加意思表

明書(様式１)により参加意思を届け出るものとする。 

(１)参加意思表明書提出期限 

令和８年７月16日(木) 午後４時必着 

(２)提出先および方法 

担当課へ直接持参、郵送または電子メール 

 

７ 質問および回答 

本プロポーザルの内容に関して質問のある事業者は、質問書(様式２)に要旨を簡潔

にまとめ、担当課まで電子メールにより提出すること。 

(１)質問の提出期限 

令和８年７月２日(木) ※午後４時必着 

(２)回答方法 

令和８年７月９日(木)に回答書を市ホームページに掲載する。 

 

 

 

 実施内容 実施期日 

１ 実施要領の公表 令和８年６月25日(木) 

２ 質問受付期間 
令和８年６月25日(木)から 

令和８年７月２日(木)まで※午後４時必着 

３ 質問回答期限 令和８年７月９日(木) 

４ 参加意思表明書提出期限 令和８年７月16日(木)※午後４時必着 

５ 参加資格の審査・通知 令和８年７月22日(水) 

６ 企画提案書等提出期限 令和８年７月30日(木)※午後４時必着 

７ 企画提案会 令和８年８月14日(金) 

８ 審査結果通知 令和８年８月18日(火) 
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８ 企画提案書等の提出 

(１)提出書類 

ア 企画提案書 

イ 見積書(税込) 

※様式については任意であるが、別紙仕様書の内容に従い作成すること。 

※提出された提案書および添付資料は返却しない。 

注)審査を公平公正に実施するため、以下の内容を遵守すること。 

ア 企画提案書および見積書(以下「企画提案書等」という。)に事業所名を特定

/推測させるような記載はしないこと。 

イ 企画提案書に事業規模が推測できるような記載はしないこと。 

(２)提出期限 

  令和８年７月30日(木) ※午後４時必着 

(３)提出先および方法 

担当課へ電子メール 

(４)提出書類の修正および変更 

書類提出後は原則として修正および変更は認めない。ただし、選定委員長と協

議し、提案説明に支障が生じる等やむを得ない事由があると判断された場合は、

この限りではない。 

 

９ 企画提案会 

(１)実施方法 

企画提案者から、企画提案書等の書類についてプレゼンテーションおよびヒア

リングを行う。 

・１事業者あたりの提案内容説明時間は、20分以内とする。 

・説明終了後、10分間程度のヒアリングを実施する。 

・パソコンの持ち込みを可とする。 

・事前に提出した企画提案書等以外の資料配付は不可とする。 

・提案会にて市所有のミーティングボード(MAXHUB)を使うことを可とする。 

(２)開催日時 

令和８年８月14日(金) ※指定時間は後日連絡 

(３)開催場所   

可児市役所庁舎４階 第１会議室(待機場所：庁舎４階和室) 

(４)出席者 

３人以内とする。 

(５)失格要件 

指定した時間に出席しない場合は、失格とする。 

 

10 審査 

(１)審査基準 

別表評価表のとおり 

(２)審査方法 

市関係者等で構成する選定委員会において、(１)に定める審査基準に基づき、

企画提案書等の審査および企画提案者による提案を受けたうえで総合的に評価
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し、最も優秀であると認められた者を契約候補者、次点とされた者を次点者とし

て選定する。 

 

11 審査結果通知    

 審査の結果は、審査結果通知書(様式３)により全ての企画提案者に対し通知する。 

なお、評価内容についての問い合わせには応じない。 

通知予定日：令和８年８月18日(火) 

 

12 契約(契約候補者の変更) 

 契約にあたり契約候補者と協議を行った結果、合意に至らなかった場合、契約候補

者が契約を辞退した場合、参加資格がないことが判明したとき、その他契約にするに

あたり不適格と判断した場合は、契約候補者を失格とし、次点者と協議を行う。 

 

13  その他 

(１)本プロポーザルの参加に係る費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

(２)審査結果に対し、異議を申し立てることはできない。 


